
　本誌では昨年より、「シカゴビジネス支援コーナー
Ｑ＆A」と題して、本会議所ＨＰ上でビジネスの最新
情報をご提供いただいている会員企業の皆様に同様の
情報をご寄稿いただいております。今回はキマタパー
ソネル＆コンサルタンツ社とそのＮＹアソシエイトの
イマ・コンサルティング社から、去る３月10日（木）
に開催された機械部品部会（大沢部会長　オーエス
ジー）主催「人事・雇用管理ワークショップ」の内容
を中心にご紹介いただきます。
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◆中西部日系企業の求人活動と給与動向◆
キマタパーソネル＆コンサルタンツ社

副社長　木全 健一

はじめに
　2001年９月11日のテロ事件以降低迷していた当地日
系企業の求人活動も、2004年にいたってダイナミック
に回復し、2005年3月現在も人材への需要は近年にな
い高水準で推移ししています。（付表１「年度別求人
動向：キマタパーソネル社求人案件の推移」参照。）
　以下職種別に求められる人材像と日系企業で支払わ
れる給与の動向をご説明いたします。

１）一般事務＆セールスアシスタント
●“Administrative Assistant”といったタイトルで求人
する場合も、一般事務に加えセールスサポートや経理
など、多機能をこなせる人材でなくては採用しない、
というケースが増加しています。また、日本語英語に
加え、中国語やスペイン語を話す人材に、中国や中南
米オペレーションとのリエゾン機能を期待するケース
も増えてきたのが最近の特徴です。
●上記のような“Multi-Task Performer”志向が雇用者
側に高まっている反面、ビザサポートがますます難し
くなっている現状から、バイリンガルアシスタントの
給与水準は、アドミ二アシスタントの場合で前年比9
パーセント増で、全米平均34,660ドル、エグゼクティ
ブアシスタントになると10.2パーセント増で43,458ド
ルと、大きな上昇が見られました。（日本経済新聞ア
メリカ編『在米日系企業における現地スタッフの給与
に関する調査：2004レポート』による。）

２）セールス
●近年の自動車のハイテク化・ハイブリッド化に伴
い、自動車向け電子機器セールスポジションの求人が
急増しています。日本語スキルの高いエンジニアをセ
ールスエンジニアとして雇いたいとう要望も多いが、
そういった人材は非常に限られているのが現状です。

●セールスも給与水準の伸びが著しい職種であり、営
業担当が12.7％増で52,601ドル、マネージャークラス
になると10.7パーセント増で79,137ドルの平均給与が
米国内日系企業で支払われました。

３）エンジニア
●過去4年を通じて日本企業の匠の技を生かしたプラ
スチック、金型業界が好況が目だちました。　
●優秀なエンジニアでコミュニケーションスキルにも
長け、連日の出張も厭わないという人材を多くの会社
が求めていますが、分業意識の強いアメリカでそうい
った人材を求めるのは容易なことではなく、そこに弊
社のような人材斡旋業者の腕の見せ所があると考えて
おります。
●付表ではエンジニアの平均給与に分野による細区分
がありませんが、弊社の調べたところ、顧客ニーズを
製品に反映させるアプリケーションエンジニアの給与
水準が特に上昇傾向にあり、マネージャークラスの平
均給与は、シカゴエリアの米系企業で85,000ドル台に
なっています。

４）会計
●会計は日本本社との連絡業務があるため、日本語ス
キルの高い人に任せたいという会社が多く、この傾向
は今後も続くと思われます。従って、適任者を得るた
めにビザサポートが必要な場合が比較的多く見られま
す。

付表１：年度別中西部求人動向
木全パーソネル社求人案件の推移



５）マネージメント
●セールスVPなどの大きなポジションに、業界での経
験が豊富な米人プロフェッショナルを雇うケースが増
えています。
●一方で、ビザの問題がある駐在員の現地転職は依然
厳しいと言わざるを得ません。

まとめ
　景気の回復に伴い人材への需要は増大を続けている
のに、供給は増えず、ジョブマーケットは売り手市場
化しているのが現状です。厳しいジョブマーケットで
雇用問題を起こさぬよう、正しい採用プロセスの実
施、並びにハンドブックの整備の重要性がますます増
加しています。

キマタパーソネル＆コンサルタンツ社
Kimata Personnel & Consultants, Inc.
415 E. Golf Road, Suite 114, Arlington Heights, IL 60005
Phone 847-228-1660 Fax 847-228-1662
Website: www.kimata.com    E-mail: kpc@kimata.com
代表者　木全 義二
会社概要：1989年の設立以来、16年に亘りシカゴ地域を
中心として全米の日系企業に対し人事採用・管理に関する
コンサルティング、人材の紹介、派遣サービスを展開。

◆Business Trip Policy（出張規定）について◆
イマ・コンサルティング社
副社長　奥山 由実

　私どもが、同セミナーにて「法的リスクを回避する正し
い採用プロセス」と題してお話をさせていただいた際、多
くの皆様から「ノン・エグゼンプト従業員の方の出張」に
関して、ご質問を頂きましたので、以下弊社からの回答と
出張規定作成の提案をさせて頂きます。

●出張規定とは？
出張規定は従業員の方の出張に関して以下のような項目を
規定したものです。

1. 出張前の計画
　出張目的/交通手段と予約方法/宿泊/出張手当/接待費等

2. 出張後の処理
　精算方法/出張中の勤務時間等
　会社として一貫性のある規定がないために、知らず知ら
ずのうちに必要のない出張費用を使っていたり、法的リス
クを増大させてしまっている可能性もあります。

●こんなご質問を多数頂きました！！
Ｑ：出張時間の計算にあたり、どの時点を出張の始まりと
すればいいのでしょうか？家を出発した時？空港に着いた
時？）
Ａ：どの時点を出張のスタートとするかは会社が決められ
ます。ある会社では従業員が家から出た時、またある会社
ではフライトタイムの2時間前からと規定しています。

Ｑ：ノン・エグゼンプト従業員が出張した場合、移動時間
は残業代の対象となるのでしょうか？
Ａ：One-Day Travel（宿泊なし）の場合、移動時間も含め
て全ての出張は実働時間となり、残業代の対象になりえま
す。しかしながらOvernight Travelの場合、通常のビジネス
アワー（例：9:00am～5:00pm）以外の移動時間は実働時間
とはみなす必要はありません。通常のビジネスアワー内の
移動時間は実働時間になります。

Ｑ：ハンドブックに出張について規定してあっても、出張
規定を作成する必要はあるのでしょうか？
Ａ：ハンドブックは全従業員を対象にしています。一方、
出張規定は出張をする従業員を対象としますので、ハンド
ブックには「出張規定は別にあります」ということが分か
れば良いわけです。従ってハンドブックとは別に出張規定
を整備されている会社が多いのが現状です。

イマ・コンサルティング社
ima consulting, llc.
161 E. 35th Street, New York, NY 10016
Phone: 212-679-4222  Fax: 212-679-4224
Website: www.imaconsulting.com    E-mail: info@imaconsulting.com
代表者: ジョン・G・クラム / 奥山 由実
会社概要：日系企業大手の人事管理/戦略報酬プロジェクトを多
数担当し、日系企業の独自性を尊重しながら、米国人事システ
ムを導入させることに大きな役割を果たす。従業員のパフォー
マンス管理を支援するサイバー人事管理システム「アクセシ
ア」を多くの日系企業に導入中。

付表２：日系企業職種別平均給与動向


